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青葉区民まつり企画運営補助業務企画提案（プロポーザル）募集要項 

 

１．プロポーザル実施の目的 

本プロポーザルは、地域の魅力を反映し、幅広い世代による交流の促進と地域の活性化

に繋がる区民まつりを開催するにあたり、広く企画提案を募集し、最も適切な者を当該業

務の受託候補者として選定することを目的とする。 

 

２．事業概要 

（１）委託業務名 

青葉区民まつり企画運営補助業務委託 

（２） 業務目的 

区民協働の芽を育み、まちづくり活動の高揚を図ることを目的に、地域の魅力を反映

し、幅広い世代による交流の促進と地域の活性化に繋がる区民まつりを開催するため、

委託者の企画内容への助言や運営に係る側面支援などの補助業務を行う。 

 （３） 業務内容 

別紙「青葉区民まつり企画運営補助業務委託仕様書」のとおり 

（４）委託期間 

契約締結日から令和５年 12 月 31 日まで 

（５）提案上限額 

   6,180,000円（消費税込）にステージ出演者参加費収入・出店料収入・備品使用料

収入・受託者が働きかけを行い獲得する協賛金収入の見込額を加えた金額を上限とす

る。なお、各収入見込額についてはその妥当性が認められる範囲内とする。 

 

３．応募資格 

本業務に応募することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす法人又は法人を核 

にした複数の者による共同企業体とする。 

（１）委託事業の目的を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。 

（２）事業実施に当たり必要な人員体制が整っていること又は人員体制を整えることが

確実と見込まれること。 

（３）市内に拠点を有する事業者並びに市内に拠点を有する事業者を含む団体又は事業

者であること。 

（４）暴力団ではないこと。暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体又は事業者等

ではないこと。 

（５）（４）の団体との関係を有していない団体又は事業者等であること。 

（６）宗教活動や政治活動を目的とした団体又は事業者等ではないこと。 

（７）法人税、法人市町村民税、固定資産税、消費税及び地方消費税の滞納のある法人
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でないこと。 

 

４．スケジュール（予定） 

（１）企画提案募集開始               令和５年７月18日（火） 

（２）企画提案書作成等に関する質問受付期限     令和５年７月25日（火） 

（３）企画提案書作成等に関する質問への回答期限   令和５年７月28日（金） 

（４）申込期限及び企画提案書の提出期限       令和５年８月10日（木） 

（５）企画提案書の審査（書類審査）         令和５年８月21日（月） 

（６）企画提案書の選考結果の通知（予定）      令和５年８月下旬 

（７）契約締結及び業務開始             令和５年８月下旬 

 

５．申込方法 

本業務の受託を希望する者は、次のとおり応募申込書及び企画提案書等を提出するこ

と。 

（１）提出書類 

①応募申込書(様式第 1 号)１部 

②企画提案書(任意様式)８部（正本：1 部、副本：7 部） 

※パンフレット、写真、イメージ図等の添付可 

③見積書(任意様式)８部（正本 1 部、副本：7 部） 

・宛先は「青葉区民まつり実行委員会 委員長」とすること。 

・経費の詳細が分かるよう内訳を記載すること。 

④収支予算書…1 部 

・イベント全体の収支計画を記載すること 

⑤市税の滞納がないことの証明書…1 部 

※「市税の滞納がないことの証明書」は各区役所税務会計課、総合支所税務住民

課の窓口にて申請すること。 

※仙台市外に本社または本店が属する場合は、本社又は本店の属する区・市町村

が課する地方税の滞納がないことの証明も可とする。 

⑥法人税、消費税など国税の納税証明書…1 部 

※所在地（納税地）を所轄する税務署の窓口にて請求すること。 

⑦会社概要…1 部 

（２）提出期限 

令和５年８月 10 日(木)午後 5 時 

（３）受付場所 

〒980-8701 

仙台市青葉区上杉一丁目５番１号 青葉区役所７階 
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いきいき青葉区推進協議会青葉区民まつり実行委員会事務局（青葉区まちづくり推

進部まちづくり推進課内） 

電話０２２（２２５）７２１１ 

※土曜日・日曜日及び祝日を除く平日午前９時から午後５時まで 

（４）提出方法 

郵送又は持参による。なお、郵送による場合は、（２）の提出期限まで必着とする。 

 

６．質問及び回答 

（１）本プロポーザルに関し質問がある場合は、令和５年７月 25 日(火)午後５時までに

要旨を簡潔に記載し、次の電子メールアドレス宛てに送信すること。 

<電子メールアドレス> ikiikiaoba@gmail.com 

なお、電子メールの件名は「青葉区民まつり企画運営補助業務質問書(事業者名)」と

すること。 

（２）質問に対する回答は、業務に直接関係する質問に対してのみ行うものとし、質問者

に電子メールで回答するとともに、仙台市青葉区ホームページに掲載する。 

 

７．企画提案書の作成について 

（１）作成要領 

① 企画提案書の用紙サイズは A4（縦横不問）とし、様式や装丁は指定しない。  

② 提案事業者名の記載はしない（なお、添付資料や見積書についても提案事業者名

は記載しない）。  

③ 仕様書及び別紙の評価基準の内容を踏まえた企画提案を行い、次に挙げる事項に

ついては必ず記載すること。  

ア）イベントの企画に関する提案事項 

・設置設備のほか、テント配置、導線等を示した会場レイアウト図 

イ）広報に関する提案事項 

・イベント周知のための広報計画 

・ポスターデザインのイメージ（類似イベントでの作成実績で可） 

ウ）当日までの準備スケジュール 

エ）実施体制・人員体制 

・業務実施にあたっての体制及び受託責任者（担当者）等 

・当日スタッフを含む人員体制計画 

・提案内容と同様の類似実績 

 

８．見積金額について 

見積金額は、必要となる経費を算定根拠がわかるように見積もること。様式は任意とす
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る。見積書には提案事業者名を記載しないこと。消費税及び地方消費税は含まない。 

 

９．受託者の選定について 

（１）審査方法 

・応募資格を満たす者から提出された提案書等について、審査委員会において審査

を行う。 

・評価表を用いて（２）の評価基準に基づき企画内容を審査・評価し、得点の総計

が最も高い提案をした者を受託候補者として決定する。 

・プレゼンテーションは実施しない。 

（２）評価基準  

次の審査項目及び配点（合計100点）により行うものとする。  

① 全体計画（配点30点）  

ア）提案の全体的な内容が、業務の目的を明確に理解し求められているものと 

なっているか 

イ）資機材や消耗品の内容・規格・数量が本イベントの開催規模や内容を十分

に考慮したものとなっているか 

   ウ）当日までの準備スケジュールは適切か 

② 会場レイアウト（配点20点） 

 ア）十分な飲食・休憩スペースが設定されているか 

イ）参加者の安全に配慮されているか 

ウ）イベント参加を目的としない通行者等の導線に配慮されているか 

③ 事業周知に向けた取り組み（配点20点） 

ア）広報計画はイベントを効率的かつ効果的に周知する内容になっているか 

イ）広報計画の内容は費用見込みと比して妥当なものか 

ウ）ポスターデザインのイメージは来場を促す効果が十分期待できる内容にな

っているか 

④ 実施体制（配点20点）  

ア）業務の実施にあたり、人数や実務経験を考慮した適切な実施体制が整えら

れ、責任の所在が明らかになっているか 

イ）人員体制計画は、委託者との密接な連携と円滑な業務遂行を十分に担保す

る内容になっているか 

ウ）提案内容と同様の類似実績を有しているか  

⑤ 予算（配点10点）  

ア）提案内容と見積書の整合性が取られており、合理的なものか 

      

（３）審査結果 



 

5 

 

  ・審査結果は、審査終了後すみやかに参加者全員に対し書面により通知する。 

・通知を受けた者は、通知した日の翌日から起算して7日以内（休日を除く。）

に、非特定理由についての説明を求めることができる。 

・非特定理由についての説明を求められたときは、その翌日から起算して10日以内

（休日を除く。）に、書面により回答する。 

 

１０．契約内容 

（１）契約形態 

委託者と受託候補者との間で、業務委託契約書により契約締結する。 

（２）予算規模 

6,180,000円（消費税及び地方消費税込）とする。ただし、ステージ出演者参加費

収入・出店料収入・備品使用料収入及び受託者が獲得する協賛金収入の額が確定し

た後、委託者と調整のうえ、委託内容からその妥当性が認められる範囲内で契約額

を増額する。 

 （３）契約期間 

契約締結日から令和5年12月31日（日）まで 

（４）支払条件 

完了払い 

（５）その他 

① 委託契約の締結に当たっては、最も評価の高かった提案書の内容をそのまま実

施することをあらかじめ約束するものではなく、業務委託の内容の詳細について

委託者と受託候補者が別途協議のうえ決定する。 

② 協議が整った後に、受託候補者はあらためて詳細な経費を積算した見積書を提

出するものとする。 

③ 委託者は提案書の内容を基にして、受託候補者と事前に委託内容・委託料につい

て協議のうえ、協議等が整った後に、別途委託者が作成する業務委託仕様書に基づ

き、随意契約を締結する。 

 

１１．その他留意事項 

（１）提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

（２）特定（決定）されなかった提案書は、返却しない。 

（３）応募資格要件を満たさなくなった場合及び提案書に虚偽の記載をした場合は、当

該提案書を無効とする。 

（４）特定（決定）された提案書の内容は、仕様書として契約時に採用することを原則

とするが、委託者との協議を踏まえ、提案内容の一部を変更して契約することがあ

る。 
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（５）提出された提案書は、提案書の特定の用以外に提案者に無断で使用しない。 

（６）提出期限後の提案書の提出は認めない。また、期限後の提案書の差し替え及び再提

出についても認めない。 

  

１２．担当 

いきいき青葉区推進協議会青葉区民まつり実行委員会事務局 

（青葉区まちづくり推進部まちづくり推進課内） 

〒980-8701 仙台市青葉区上杉一丁目５番１号 青葉区役所７階 

電話：022-225-7211   FAX：022-222-7119  

電子メールアドレス：ikiikiaoba@gmail.com 


